アポイ岳ジオパーク認定商品事業補助金交付要綱

（目的）
第１条　アポイ岳ジオパーク推進協議会（以下「協議会」）は、アポイ岳ジオパーク認定商品制度要綱に基づき、アポイ岳ジオパーク認定商品（以下「認定商品」）の開発等に係る必要な経費の補助をすることにより、事業の促進を図ることを目的とする。
（定義）
第２条　この要綱において「補助事業」とは、認定商品の開発等に係る調査、研究、作成及び試作等をいう。
（補助対象及び補助条件）
第３条　補助金は、認定商品の開発等の事業を行う団体又は個人に対し、その申請にもとづいて交付する。
２　補助金は事業に要する経費（土地の取得及び造成費を除く。）の２分の１以内とし、その額は、５万円をもって限度とする。
３　調査、研究、作成及び試作等に対する補助は、一商品につき１回とする。ただし、継続して試作し、研究をしなければならないものについては、この限りでない。
（補助申請）
第４条　補助金の交付を受けようとするものは、申請書及び関係書類（別記様式第１号から別記様式第３号まで）を協議会に提出しなければならない。
２　前項に規定する書類のほか、会長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。
（補助指令）
第５条　会長は、前条の規定による申請があったときは、その事業内容を審査し、必要に応じ関係団体等の意見を徴して、適当と認めるものに対して補助金の交付指令をするものとする。
（計画の変更）
第６条　補助金の交付指令を受けたものは、事業計画等を変更しようとするときは、あらかじめ会長の承認を受けなければならない。
（補助金の交付）
第７条　補助金は、事業終了後検査の上、申請者の請求により交付する。
（報告）
第８条　補助金の交付を受けたものは、事業終了後事業実績書及び収支決算書（別記様式第２号及び別記様式第４号）を会長に提出しなければならない。

（補助金の返還等）
第９条　会長は、事業を行うものが次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付指令を取り消し、補助額を減額し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
[bookmark: _GoBack]（１）　この要綱に違反したとき。
（２）　補助金交付の条件に違反したとき。
（３）　事業実施の方法が不適当であると認めたとき及び事業実施の見込みがないと認めたとき。
（４）　不正行為があったとき。
（会長への委任）
第１０条　この要綱の施行に関して必要な事項は、別に会長が定める。

　　　　附　則
　この要綱は、令和６年６月６日から施行する。


